
◎電波法の一部を改正する法律 
（平成一五年六月六日法律第六八号）   

一、提案理由（平成一五年五月六日・衆議院総務委員会） 

○片山国務大臣 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容

の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、昨年三月二十九日に閣議決定された規制改革推進三カ年計画等を踏ま

え、無線機器の迅速な市場投入を促進し、経済活性化及び国際競争力強化に資するため、

無線設備の技術基準適合性を製造事業者等がみずから確認する制度を新設するとともに、

総務大臣または指定証明機関が行う技術基準適合証明等について総務大臣の登録を受け

た者が行うこととするほか、電波利用共益費用の負担における無線局免許人間の公平性

を確保するため、放送事業者の電波利用料の額の改定を行う等の改正を行おうとするも

のであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、総務大臣が認定した認定点検事業者が無線設備等の点検を行う制度を改め、

総務大臣の登録を受けた者が点検を行う制度とし、当該事業者に対する監督規定を整備

することとしております。 

 第二に、総務大臣または指定証明機関が特定無線設備について技術基準適合証明を行

う制度を改め、総務大臣の登録を受けた者が技術基準適合証明を行う制度とし、当該登

録を受けた者等に対する監督規定を整備することとしております。 

 第三に、特定無線設備のうち、混信その他の妨害を与えるおそれが少ないものについ

て、製造業者等が一定の検証を行い、技術基準適合性をみずから確認できることとする

制度を新設するとともに、確認をした製造業者等に対する監督規定を整備する等所要の

措置を講ずることとしております。 

 第四に、特定周波数変更対策業務に係る既開設局の免許人に適用される電波利用料の

料額を、当該業務が実施される期間内の各年度においては、通常の電波利用料の金額に

一定の金額を加算した金額とすることとしております。 

 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 なお、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することとしておりますが、電波監理審議会への必要的諮問事項に関する

改定規定は公布の日から、電波利用料額の改定に関する改正規定は公布の日から起算し

て三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院総務委員長報告（平成一五年五月九日） 

○遠藤武彦君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、総務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 



……………（略）…………… 

 次に、内閣提出の電波法の一部を改正する法律案について申し上げます。 

 本案は、放送事業者の電波利用料額の改定を行うとともに、無線設備の技術基準への

適合性に係る自己確認制度を新設するほか、総務大臣等が行う技術基準適合証明制度等

について、総務大臣の登録を受けた者が行う等の措置を講じようとするものであります。 

 以上の三法律案は、去る四月三十日に本委員会に付託され、五月六日片山総務大臣及

び提出者武正公一君からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、昨八日一括して質疑を行い、

これを終局いたしました。 

 次いで、武正公一君外三名提出の通信・放送委員会設置法案について内閣の意見を聴

取した後、討論を行い、採決に入りました。まず、武正公一君外三名提出の二法律案に

ついて順次採決いたしましたところ、両案はいずれも賛成少数をもって否決すべきもの

と決しました。次いで、内閣提出の法律案について採決いたしましたところ、本案は賛

成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院総務委員長報告（平成一五年五月三〇日） 

○山崎力君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、民間能力の一層の活用を図るため、総務大臣又は指定証明機関が行う技

術基準適合証明等について総務大臣の登録を受けた者が行うこととするとともに、無線

設備の技術基準適合性を製造事業者等が自ら確認する制度を新設するほか、電波利用共

益費用の負担における無線局免許人間の公平性を確保するため、特定周波数変更対策業

務に関し電波利用料の料額の特例を定めようとするものであります。 

 委員会におきましては、電波利用料の在り方、地上放送デジタル化に伴う地方放送局

等の負担と対策等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して宮本岳志委員より反

対の旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


